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渡
し
し
た
後
、
ご
自
身
で
パ
ス
ワ
ー
ド

（
４
桁
の
数
字
）
を
決
め
て
入
力
し
て
い

た
だ
き
ま
す
。

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
は
、
パ
ス
ワ

ー
ド
の
入
力
完
了
後
に
有
効
に
な
り
ま

す
。ま

た
、
カ
ー
ド
の
即
時
交
付
の
場
合

は
、
お
よ
そ
30
分
程
度
時
間
が
か
か
り
ま

す
。

滷
身
分
証
明
書
を
お
持
ち
で
な
い
場
合

は
、
本
人
宛
に
照
会
書
を
郵
送
し
ま
す
の

で
、
届
い
た
照
会
書
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、
窓
口
に
持
参
し
て
い
た
だ
い
た
と
き

に
カ
ー
ド
の
交
付
を
し
ま
す
。

な
お
、
カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
、
パ

ス
ワ
ー
ド
の
入
力
完
了
後
に
住
民
基
本
台

帳
カ
ー
ド
は
有
効
と
な
り
ま
す
。

【
本
人
申
請
の
際
に
持
参
す
る
も
の
】

漓
申
請
者
の
身
分
を
証
明
す
る
書
類

（
運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、
そ
の
他

官
公
署
が
発
行
し
た
写
真
付
き
の
証
明

書
）
※
身
分
を
証
明
す
る
書
類
が
な
い
場

合
は
、
即
日
交
付
は
で
き
ま
せ
ん
。

滷
申
請
者
の
印
鑑

任
意
代
理
人
に
よ
る
申
請
の
場
合

任
意
代
理
人
（
委
任
状
を
託
さ
れ
た

代
理
人
）
に
よ
る
手
続
の
場
合
は
、
申
請

書
を
受
理
し
た
後
、
申
請
者
宛
に
照
会
書

を
郵
送
し
ま
す
の
で
、
届
い
た
照
会
書
に

必
要
事
項
を
記
入
し
、
本
人
ま
た
は
代
理

人
が
再
度
窓
口
へ
ご
持
参
さ
れ
た
と
き
に

カ
ー
ド
の
交
付
を
し
ま
す
。

そ
の
際
、
パ
ス
ワ
ー
ド
は
代
理
の
方

に
漏
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
職
員
が

入
力
し
て
交
付
し
ま
す
。

【
任
意
代
理
人
に
よ
る
申
請
の
際
に
持

参
す
る
も
の
】

漓
本
人
（
申
請
者
）
が
記
入
し
た
委
任

状滷
代
理
人
の
印
鑑

澆
本
人
（
申
請
者
）
の
写
真
１
枚
（
縦

４
・
５
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
×
横
３
・
５
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
申
請
日
の
６
カ
月
以
内

に
撮
影
し
た
無
帽
、
無
背
景
の
も
の
で
あ

っ
て
、
裏
面
に
氏
名
を
記
載
し
た
も
の
）

※
Ｂ
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
カ
ー
ド
申
請
の
際
の

み
必
要
と
な
り
ま
す
。

法
定
代
理
人
に
よ
る
申
請
の
場
合

申
請
者
が
15
歳
未
満
で
あ
る
場
合
は
、

法
定
代
理
人
（
親
権
者
ま
た
は
法
定
後
見

人
）
に
よ
る
手
続
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、

法
定
代
理
人
に
よ
る
申
請
の
場
合
は
、
即

日
交
付
と
な
り
ま
す
。

な
お
、
交
付
の
際
に
は
、
任
意
代
理

人
に
パ
ス
ワ
ー
ド
を
入
力
し
て
い
た
だ
き

ま
す
。

【
法
定
代
理
人
に
よ
る
申
請
の
際
に
持

参
す
る
も
の
】

漓
戸
籍
謄
本
、
そ
の
他
の
法
定
代
理
人

で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
（
当
市
に

本
籍
が
あ
る
方
の
場
合
は
省
略
で
き
ま

す
）

滷
法
定
代
理
人
の
身
分
証
明
書

澆
申
請
者
の
顔
写
真
（
任
意
代
理
人
に

準
じ
ま
す
）

住
民
票
の
広
域
交
付

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
ま
た
は
運
転

免
許
証
、
旅
券
（
パ
ス
ポ
ー
ト
）、
そ
の

他
官
公
署
が
発
行
し
た
写
真
付
き
の
身
分

証
明
書
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
全
国

ど
こ
の
市
区
町
村
で
も
戸
籍
の
表
示
を
省

略
し
た
自
分
の
住
民
票
の
請
求
が
で
き
ま

す
。
た
だ
し
、
除
か
れ
た
住
民
票
の
請
求

は
で
き
ま
せ
ん
。

【
請
求
に
際
し
明
ら
か
に
す
る
事
項
】

漓
住
民
票
の
写
し
の
広
域
交
付
請
求
で

あ
る
旨
（
請
求
申
請
書
）

滷
請
求
者
の
「
氏
名
と
住
所
」

澆
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
以
外
の
免
許

証
等
を
提
示
し
た
場
合
に
は
、
請
求
者
の

「
住
民
票
コ
ー
ド
」
ま
た
は
「
生
年
月
日

と
性
別
」

潺
請
求
に
係
る
住
民
の
「
氏
名
と
住
所
」

（
住
民
票
の
写
し
の
広
域
交
付
の
場
合
、

自
己
ま
た
は
同
一
世
帯
に
属
す
る
方
に
限

り
ま
す
）

転
入
転
出
の
特
例
処
理

転
入
転
出
の
際
の
届
出
は
、
住
民
登

録
地
で
転
出
証
明
書
の
交
付
を
受
け
、
転

入
す
る
市
区
町
村
に
転
出
証
明
書
を
持
参

し
て
転
入
の
手
続
き
を
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

し
か
し
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の

交
付
を
受
け
て
い
る
方
は
、
確
実
な
本
人

確
認
が
で
き
る
た
め
、
下
記
の
事
項
を

郵
送
な
ど
に
よ
り
届
出
を
し
て
お
け

ば
、
転
出
証
明
書
の
交
付
を
受
け
ず
に

転
入
す
る
市
区
町
村
に
住
民
基
本
台
帳
カ

ー
ド
を
持
参
す
る
こ
と
で
、
転
入
の
手
続

き
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

す
な
わ
ち
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

の
交
付
を
受
け
て
い
る
方
は
、
市
町
村
の

窓
口
へ
は
転
入
届
に
１
回
行
く
だ
け
で
よ

く
な
る
わ
け
で
す
。

※
国
民
健
康
保
険
、
介
護
保
険
、
税
関
係

等
で
、
別
途
手
続
き
が
必
要
に
な
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

な
お
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
が
一

時
停
止
の
場
合
は
受
け
付
け
で
き
ま
せ

ん
。

【
届
出
に
際
し
明
ら
か
に
す
る
事
項
】

漓
届
出
年
月
日

滷
転
出
予
定
年
月
日

澆
届
出
人
氏
名

潺
届
出
人
印
鑑

潸
届
出
人
連
絡
先
（
日
中
連
絡
可
能
な

も
の
）

澁
新
住
所

澀
旧
住
所

潯
新
世
帯
主
氏
名

潛
旧
世
帯
主
氏
名

濳
氏
名

潭
生
年
月
日

澂
性
別

潼
住
民
票
コ
ー
ド

各
種
様
式
に
つ
い
て
は
、
８
月
22
日

か
ら
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
予

定
で
す
。

I
市
民
課
蕁
A
２
１
０

合
併
に
よ
っ
て
、
各
種
税
金

は
ど
う
な
る
の
で
し
ょ
う
か
？

市
民
の
み
な
さ
ん
に
密
接
に
関

係
す
る
市
民
税
・
県
民
税
や
固
定

資
産
税
、
国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て
、

近
隣
５
市
１
町
（
草
加
市
、
越
谷
市
、
八

潮
市
、
三
郷
市
、
吉
川
市
、
松
伏
町
）
の

現
状
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

市
民
税
・
県
民
税

市
民
税
・
県
民
税
は
、
前
年
中
の
所

得
を
基
に
計
算
さ
れ
、
均
等
割
と
所
得
割

か
ら
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

漓
均
等
割
の
額
は
、
表
1
の
よ
う
に
市

区
町
村
の
人
口
規
模
に
応
じ
て
定
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

※
市
民
税
・
県
民
税
の
均
等
割
額
の
合
計

は
、
草
加
市
、
越
谷
市
、
八
潮
市
、
三
郷

市
、
吉
川
市
と
も
３
５
０
０
円
で
、
松
伏

町
の
み
３
０
０
０
円
で
す
。

滷
市
民
税
・
県
民
税
の
所
得
割
の
税
率

は
、
表
２
の
よ
う
に
各
市
町
と
も
標
準

税
率
を
適
用
し
、
同
じ
税
率
で
す
。

※
課
税
総
所
得
金
額
と
は
、
総
所
得
金
額

（
給
与
所
得
や
事
業
所
得
、
不
動
産
所
得
、

年
金
な
ど
の
雑
所
得
等
が
あ
り
ま
す
）
か

ら
基
礎
控
除
や
扶
養
控
除
、
各
種
保
険
料

控
除
な
ど
の
所
得
控
除
額
を
差
し
引
い
た

も
の
で
す
。

※
山
林
所
得
、
土
地
建
物
の
譲
渡
所
得
な

ど
に
つ
い
て
は
、
総
所
得
金
額
と
分
離
し

て
別
に
税
額
計
算
を
行
い
ま
す
。

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

固
定
資
産
税
の
税
率
は
、
現
在
、
表

３
の
よ
う
に
各
市
町
と
も
同
じ
１
・
４
パ

ー
セ
ン
ト
（
標
準
税
率
）
で
す
。
た
だ
し
、

固
定
資
産
税
と
併
せ
て
課
税
さ
れ
る
都
市

計
画
税
は
、
税
率
に
違
い
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
三
郷
市
や
吉
川
市
、
松
伏
町
は
、

都
市
計
画
税
を
課
税
し
て
い
ま
せ
ん
。

国
民
健
康
保
険
税
（
医
療
分
）

国
民
健
康
保
険
税
は
、
表
４
の
よ
う

に
各
市
町
と
も
そ
の
年
の
医
療
費
の
見
込

額
を
基
に
し
て
、
所
得
割
、
資
産
割
、
均

等
割
、
平
等
割
の
４
方
式
で
課
税
し
て
い

ま
す
。（
越
谷
市
の
み
所
得
割
、
均
等
割

の
２
方
式
）
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
税
率

や
金
額
は
各
市
町
で
違
い
ま
す
。

以
上
の
よ
う
に
、
現
状
で
は
近
隣
５

市
１
町
の
各
種
税
金
は
、
必
ず
し
も
均

一
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
仮
に
５
市
１
町

が
合
併
し
た
場
合
、
市
民
税
・
県
民
税

の
均
等
割
は
、
合
併
後
も
引
き
続
き
標

準
税
率
を
適
用
す
る
と
、
人
口
が
５
０

万
人
を
超
え
る
こ
と
に
よ
り
４
０
０
０

円
に
な
り
ま
す
。
税
額
や
税
率
に
つ
い

て
は
、
合
併
後
、
新
た
に
条
例
等
で
定

め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

8　318　31

14,000 

 

19,000 

17,000 

14,700 

18,600

表１市民税・県民税均等割（標準税率） 

都道府県民税 
均等割額 

人口50万人以上 
の市と東京23区 人口規模等 

合　　　計 

市区町村民税 
均等割額 

3,000円 

人口５万人以上 
50万人未満の市 

2,500円 

人口５万人未満 
の市町村 

2,000円 

4,000円 3,500円 3,000円 

一律　1,000円 

表２市民税・県民税所得割（標準税率） 

市　　民　　税 

課税総所得金額 

200万円以下 

700万円以下 

700万円超 

税率 

３％ 

８％ 

10％ 

速算控除額 

0円 

100,000円 

240,000円 

県　　民　　税 

課税総所得金額 

700万円以下 

 
700万円超 

税率 

２％ 

 
３％ 

速算控除額 

0円 
 

70,000円 

表３固定資産税・都市計画税 

草加市 

越谷市 

八潮市 

三郷市 

吉川市 

松伏町 

固定資産税率 

1.4％ 

1.4％ 

1.4％ 

1.4％ 

1.4％ 

1.4％ 

都市計画税率 

0.25％ 

0.20％ 

0.20％ 

表４国民健康保険税 

草加市 

越谷市 

八潮市 

三郷市 

吉川市 

松伏町 

8.4 

7.9 

8.4 

8.2 

8.1 

7.6

所得割（％） 資産割（％） 

10 

 

23 

18 

37.9 

38

14,000 

29,500 

19,000 

16,000 

14,000 

16,200

均等割（円） 平等割（円） 

市
町
村
合
併
を
考
え
る
Ｑ

市
町
村
合
併
を
考
え
る
Ｑ
＆
Ａ 

市
町
村
合
併
を
考
え
る
Ｑ

市
町
村
合
併
を
考
え
る
Ｑ
＆
Ａ 

市
町
村
合
併
を
考
え
る
Ｑ
＆
Ａ 

I
生
涯
学
習
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

蕁
A
３
２
８

ＱA

「地方の時代」と言われ、地方分権が
進み、また、全国各地で市町村合併に対
する取組が行われています。
今回は、本年６月６日に野田市と関宿

町が合併した事例を参考にして、市民の
皆さんと一緒に、これからの地域のあり
方について考える講演会を開催します。

B８月２8日（木）、午後７時～９時
C八潮メセナ集会室
E市内在住･在勤の方
Gテーマ「野田市と関宿町の合併に
ついて」・講師＝野田市企画財政部企画
調整課合併担当職員
F１２０人（先着順）
H無料
I生涯学習まちづくり推進課蕁A497

市町村合併講演会


